
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
令和６年１１月２９日招集 
 
 
 
 
 
 
 

 

第８回佐渡市農業委員会総会  議事録 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

佐渡市農業委員会 
 



 2 

令和６年度 第８回佐渡市農業委員会総会議事録 
 

１．開催日時    令和６年１１月２９日(金)  午後１時３０分から午後２時４０分まで 

 

２．開催場所   金井コミュニティセンターホール 

 

３．出席委員 ：  (２４名) 

１．藪田 亨     ２．渡邉 秀一     ３．森田 聡     ４. 民部 猛      

５．仲川 庸一    ６．細野 真二     ７．山田 隆生    ８. 本間 隆 

９．土屋 七司    １０．忠野 佳純       １１．中川 義弘      １２. 古屋野 勝    

１３．北見 尚志   １４．佐々木 雅文   １５．池 克博    １６. 西村 幸子    

１７．本間 一寿   １８．金切 秀明    １９．大野 雄一郎  ２０. 西野 春彦    

２１．渡邉 実    ２２．久保 守     ２３．佐々木 隆正  ２４. 金田 勝廣 

 

４．欠席委員 ：  (なし)    

 

５．傍聴者 ：  (なし) 

 

６．議事日程 

(１) あいさつ 

(２) 議事 

議案第１号 農地法の適用を受けない事実確認願について 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第５号 農用地利用集積計画（貸借）の決定について 

議案第６号 農用地利用集積等促進計画案に関する意見の提出について 

 

(３) 協議・報告事項 

１）農地部会協議報告事項について 

① 農地転用事実確認願について 

② 農地法第１８条の規定による通知について 

２）ＪＡ推薦委員からの連絡事項等について     

３）会務報告・会務予定について  

４）その他                  

               

 

７．農業委員会事務局出席職員 

局 長 木下 和重  次 長 野螻 雅博  係 長 伊藤 雅之  係 長 恵帳塚 実      

  主 任 池 剛宏 
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８．会議の概要 

局 長 

 

 

金田 会長 

 

局 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

佐々木農地部会

長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 それでは、定刻でございますので、ただ今から、令和６年度第８回農業委員会総

会を開会いたします。それでは、はじめに、金田会長よりご挨拶を申し上げます。 

 

（会長挨拶） 

 

 ありがとうございました。ただ今の出席委員は、委員定数 24名中、24名の出席

となっており、総会の出席委員は定足数に達していますので、総会は成立している

ことをご報告いたします。総会での報告・説明等は簡潔にして会議時間の短縮を図

りたいと思いますので、ご理解とご協力をお願いいたします。それでは、金田会長

より、議事の進行をよろしくお願いいたします。 

 

 それでは、第８回農業委員会総会の議事日程に従いまして、議事を進行させてい

ただきます。はじめに、日程第１「議事録署名委員の指名」について、お諮りいた

します。議事録署名委員は議長一任で異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

 「異議なし」の声がございましたので、11 番中川義弘委員、12 番古屋野委員を

指名いたします。それでは、日程第２「議事」に入らせていただきます。はじめに

「農地部会所掌案件」について、審議を行います。11月 20日に開催された農地部

会審議概要について、14番佐々木雅文農地部会長より報告をお願いします 

 

 11 月分の農地部会を 11 月 20 日に開催し農地部会の所掌案件について予備審査

を行いました。その結果、事務局より提出されました全議案を許可相当とし、総会

に上程することといたしました。 

また、現地確認については、各地区の担当委員、推進委員に調査依頼をいたしま

した。以上です。 

 

 ありがとうございました。それでは、はじめに、「農地法の適用を受けない事実

確認願」15件を上程します。事務局から説明をお願いします。 

 

 議案書の２ページからになります。農地法の適用を受けない事実確認願、今月

15件。田 17筆 17,686平米、畑 16筆 5,094.93平米、合計 22,780.93平米。 

案件番号１番、東京都府中市の方外１名からの申請で、豊岡の畑 2筆計 586平米。

農地の荒廃化が著しく、農地に復元しても利用が見込まれないため原野と判定しま

した。 

案件番号２番以降、所有者、申請人、申請地番・面積、利用状況、判定地目は、

議案書に記載のとおりです。以上、15 案件については、非農地の基準を満たして

いると考えます。説明は以上です。 

 

 それでは、質疑を行います。ご質問、ご意見がある方はお願いいたします。 

 

（意見、質問なし） 
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議 長 

 

 

 

一 同 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

２渡邉 秀一 

 

 

 

議 長 

 

 

７山田 隆生 

 ご質問等がないようですので、案件１番から 15 番までについて、一括して採決

を行います。これらの案件を承認し、証明書を発行することにご異議ございません

か。 

 

 異議なし。 

 

 「異議なし」の声がありましたので、「議案第１号 農地法の適用を受けない事

実確認願」15件を承認し、証明書を発行することに決定いたします。 

 次に、「農地法第３条の規定による許可申請」６件を上程します。事務局から説

明をお願いします。 

 

 議案書の６ページからになります。議案第２号、農地法第３条の許可申請６件。

田 11筆 10,046平米、畑３筆 2,191平米、合計 12,237平米。 

 案件番号 1番、梅津の方から吉井本郷の方に、梅津の畑 2筆 2,087平米。近隣農

地を取得し、経営規模拡大を行いたいというもので売買になります。農地の近くに

家を建てておりまして、そちらの方で耕作をするという確認をしております。 

案件番号２番、旭の方から両津湊の方に、旭の田 6筆 4,654平米。渡し人の親戚

に当たるということで、親戚の農地を引き継いで新規に農業を行いたいということ

です。住所の方は両津湊と旭は離れますが、親戚の方が吉井の方におりまして、 

そちらの方の機械を借りて耕作するということで確認しております。売買になりま

す。 

案件番号３番、金井新保の方から金井新保の方に、金井新保の田１筆 1,027平米。

近隣農地を取得し、経営規模拡大を行うということで売買になります。 

 案件番号４番、東京都新宿区の方から三瀬川の方に、三瀬川の畑 1筆 104平米。

受け人の宅地に隣接する農地となりまして、農地を取得し自家用野菜栽培を行いた

いということで売買になります。 

案件番号５番と６番につきましては、渡し人は同じ方で、受け人の方も近隣で耕

作している方になります。案件番号５ですが、二宮の田３筆 3,861平米。近隣農地

を取得し、経営規模拡大を行いたいということで売買になります。 

この農地の近くの農地が６番の案件で、こちらも二宮の田１筆 504平米。受け人

は二宮の方になります。こちらも現在耕作している農地の近くになりますので、近

隣農地を取得し経営規模拡大を行いたいということで売買になります。以上、６案

件全て許可要件を満たすと考えます。説明は以上です。 

 

 それでは、案件１番について現地調査を行った２番渡邉秀一委員から報告をお願

いします。 

 

 案件番号１番について、10月 28日に農業委員１名、推進委員１名、事務局２名

で現地を確認しました。適正に管理されており、農地法第３条第２項には該当せず、 

許可基準を満たしております。ご審議よろしくお願いします。 

 

 次に、案件２番について現地調査を行った７番山田委員から報告をお願いしま

す。 

 

 案件番号２番につきまして、11月 28日に農業委員、推進委員、事務局で現地を



 5 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

５仲川 庸一 

 

 

 

議 長 

 

 

２１渡邉 実 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

一 同 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

確認いたしました。しばらく作られていなかった田ではありますが、水田内は全部

除草されておりましていつでも耕作できる状態です。適正に管理されておりました

ので農地法第３条第２項各号には該当せず、許可基準を満たしておりました。ご審

議よろしくお願いいたします。 

 

 続いて、案件３番について現地調査を行った５番仲川庸一委員から報告をお願い

します。 

 

 案件番号３番について、11月 25日に農業委員、推進委員、事務局で現地を確認

しました。適正に管理されており、農地法第３条２項各号には該当せず、許可基準

を満たしていました。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

 次に、案件番号４番について現地調査を行った 21 番渡邉実委員から報告をお願

いします。 

 

 案件番号４番について、10月 22日に農業委員、推進委員、事務局で現地確認を

行いました。申請地は住宅のすぐ後ろにある農地で、農地法第３条第２項各号には

該当せず、許可基準を満たしております。ご審議のほどよろしくお願いします。 

  

 次に、案件番号５番、６番について現地調査を行った私から報告します。現地調

査を行った日は 11月 25日で、農業委員２名と推進委員３名、事務局とで行いまし

た。令和６年までは別の耕作者がいましたが、管財人の方から処分をしたいという

ことで、購入してもらいたい意向がありました。現地は適正に管理されており、農

地法第３条２項各号には該当せず、許可基準を満たしていると思われますので、ご

審議よろしくお願いします。 

 

 それでは質疑を行います。ご質問、ご意見がある方はお願いいたします。 

 

（意見、質問なし） 

 

 ご質問等がないようですので、案件１番から６番の案件につきまして、一括して

採決を行います。これらの案件につきまして、許可することにご異議ございません

か。 

 

 異議なし。 

 

 「異議なし」の声がありましたので、「議案第２号 農地法第３条の規定による

許可申請」６件を許可することに決定いたします。 

 次に、「農地法第４条の規定による許可申請」３件を上程します。事務局から説

明をお願いします。 

 

 農地法第４条の規定による許可申請です。議案書８ページをご覧ください。今月

の申請は３件、畑４筆 3,982平米です。 

 案件番号 1番、河原田本町の方からの申請です。申請地は河原田本町の畑 119平

米です。変更目的は駐車場と進入路です。申請理由は、住宅の隣接地を住宅の駐車
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議 長 

 

 

９土屋 七司 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

８本間 隆 

 

 

 

場及び通路として利用したいというものです。申請地の場所は９ページの地図をご

覧ください。市役所佐和田行政サービスセンターから北へ 190メートルに位置し、

用途地域内の第１種住居地域に指定されており、第３種農地に該当します。周囲の

農地への影響もないことから、一般基準の問題もないと考えます。以上のことから

許可相当と判断しました。なお、本案件は追認転用となります。 

 次に案件番号２番、新潟市の方からの申請です。申請地は八幡の畑 62平米です。

変更目的は車庫です。申請理由は隣接地に住宅を建設し、その住宅の車庫を建設し

たいというものです。申請地の場所は 10 ページの地図をご覧ください。国道 350

号線八幡温泉前バス停から西へ 350 メートル程に位置し、申請地周辺は、10 ヘク

タール以上の農地が広がる第１種農地です。第１種農地原則転用は出来ませんが、

許可基準に住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生

活上又は業務上必要な施設で集落に接続し設置されるものに該当するので転用は

可能です。周囲の農地への影響もないことと資金についても自己資金でまかなえる

ことから、一般基準の問題もないと考えます。以上のことから許可相当と判断しま

した。 

 次に案件番号３番、羽茂大橋の方からの申請です。申請地は羽茂大橋の畑 3,801

平米です。変更目的は植林、アカマツ 760本です。申請理由が、申請地の周辺は山

林であり、高齢のため柿畑として管理できなくなったため、植林し周辺の山林と一

体管理したいものです。申請地の場所は 11 ページの地図をご覧ください。申請地

の場所は羽茂地内のカントリーエレベーターから西へ 1.5 キロメートルに位置し

ています。申請地周辺は、中山間地域等に存在する公共投資の対象となっていない

小集団の生産力の低い農地で第２種農地に該当します。立地基準も問題なく。一般

基準も自己資金でまかなえ、汚水も排出されないので農地への被害もありません。 

なお、本案件は 3,000平米を超えていることから新潟県農業会議の諮問案件とな

ります。本総会で許可相当に決した場合には、速やかに新潟県農業会議へ諮問しま

す。以上、許可要件を満たしていると考えます。ご審議よろしくお願いします。 

 

 それでは、案件番号１番、２番について現地調査を行った９番土屋委員から報告

をお願いします。 

 

 案件番号１番について、現地調査を 11月 25日に農業委員、推進委員、事務局と

で実施しました。事務局の説明があったように住宅の裏を駐車場として使うという

ことで、止むを得ないと思います。 

 案件番号２番は、現地調査を５月 24 日に農業委員、推進委員、事務局とで実施

しました。この２番につきましても、住宅のための車庫ということで、止むを得な

いと思います。つきましては、許可基準を満たしておりますので、ご審議よろしく

お願いします。 

 

 続いて、案件番号３番について現地調査を行った８番本間隆委員から報告をお願

いします。 

 

 案件番号３番は、9 月 24 日に農業委員、推進委員、事務局とで確認いたしまし

た。先ほど事務局からもお話ありましたように、申請者は２年位前まではこの畑は

耕作者がいましたが、所有者は高齢ということで周りの山と一体的に管理をしたい

ということでございます。事務局説明のとおり許可要件を満たしており、止むを得
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

一 同 

 

議 長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ないと思います。ご審議よろしくお願いします。 

 

 それでは質疑を行います。ご質問、ご意見がある方はお願いいたします。 

 

（意見、質問なし） 

 

 ご質問等がないようですので、採決に入ります。今回は、案件１番から２番が県

農業会議への諮問の必要がない案件で、案件３番が県農業会議への諮問の必要があ

る案件です。 

「議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請」３件の内、案件１番から２

番を許可に、案件３番を許可相当にすることにご異議ございませんか。 

 

 異議なし。 

 

 「異議なし」の声がありましたので、「議案第３号 農地法第４条の規定による

許可申請」３件の内、案件１番から２番を許可に、案件３番を許可相当にすること

に決定いたします。 

 次に、「農地法第５条の規定による許可申請」４件を上程します。事務局から説

明をお願いします。 

 

 続きまして、12 ページをご覧ください。農地法第５条の規定による許可申請４

件、田４筆 3,020平米、畑 5筆 3,255.05平米、合計９筆 6275.05平米です。 

 案件番号１番、譲受人が千葉の会社、譲渡人が新潟市の方です。申請地は秋津の

田 3,513平米。所有権の移転売買です。変更目的は駐車場の新設です。申請理由は

佐渡空港の就航に向け、空港周辺に駐車場を整備するものです。申請地は 14 ペー

ジの地図をご覧ください。場所は佐渡空港事務所から東へ 70 メートルの場所に位

置しています。申請地周辺は農業公共投資の対象となってない小集団の農地であり

第２種農地に該当します。申請地周辺には、当該目的を達成できる第３種農地や非

農地はなく立地基準は問題ありません。周囲に農業用の水路や農地はないことから

周囲の農地への影響はなく、必要資金も自己資金とでまかなえるため一般基準も問

題ありません。 

なお、本案件は 3,000 平米を超えていることから農業会議の諮問案件となりま

す。 

 次に案件番号２番、譲受人が達者の方、譲渡人が小川の方です。申請地は小川の

田 1,650平米、畑 602平米。所有権の移転売買で、変更目的は宿泊施設の建設の新

設です。申請理由は当該地の隣接地も含め、宿泊施設を建設したいしたいというも

のです。申請地は 16 ページの地図をご覧ください。佐渡一周線の下小川バス停か

ら南へ 500メートルに位置し、農業公共投資の対象となってない小集団の農地であ

り第２種農地に該当します。申請地周辺には、当該目的を達成できる第３種農地や

非農地はなく立地基準は問題ありません。排水は浄化槽で処理することや周囲に農

地がないことから、周囲の農地への影響はなく、必要資金も自己資金と借入金等で

まかなえるため一般基準も問題ありません。 

次に案件番号３番、譲受人が畑野、譲渡人が畑野の方です。申請地は畑野の田

672 平米、畑 8.05 平米。所有権の移転売買で、変更目的は住宅の新設です。現在

の住宅が手狭となったことから、当該地へ住宅を新築するものです。申請地は 17
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議 長 

 

 

７山田 隆生 

 

 

 

 

議 長 

 

 

１３北見 尚志 

 

 

 

議 長 

 

 

６細野 真二 

 

 

 

 

議 長 

 

ページの地図をご覧ください。市役所畑野行政サービスセンターから東へ 550メー

トルに位置し、農業公共投資の対象となってない小集団の農地であり第２種農地に

該当します。申請地周辺には、当該目的を達成できる第３種農地や非農地はなく立

地基準は問題ありません。また、排水は公共下水道へ接続するため周囲の農地への

影響もありません。必要資金も借入金でまかなうこととしており、一般基準の問題

もありません。 

 次に案件番号４番、譲受人が金丸、譲渡人が上越市の方です。申請地は金丸の田

259平米、畑 173平米。所有権の移転売買で、変更目的は住宅の新設です。現在の

住宅が手狭となったことから、当該地へ住宅を新築するものです。 

申請地は 18 ページの地図をご覧ください。一般県道辰巳・中興線の落合橋バス

停から東へ 280 メートルに位置し、申請地周辺は、10 ヘクタール以上の農地が広

がる第１種農地です。第１種農地原則転用は出来ませんが、許可基準に住宅その他

申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な

施設で集落に接続し設置されるものに該当するので転用は可能です。排水は公共下

水道へ接続することから、周囲の農地への影響もなく、資金についても自己資金と

借入金で賄えることから、一般基準の問題もないと考えます。４案件、以上のとお

り許可基準を満たしております。 

なお、案件番号１番の両津地区の案件については、本総会で許可相当に決した場

合には、速やかに新潟県農業会議へ諮問します。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

 それでは、案件番号１番について、現地調査を行った７番山田委員から報告をお

願いします。 

 

 案件番号１番につきまして、令和６年５月 28 日に農業委員、推進委員、事務局

で現地を確認いたしました。事務局の説明のとおり、申請地は空港利用者のための

駐車場として利用したいというもので、止むを得ないと思われます。転用許可基準

を満たしていますので、ご審議よろしくお願いいたします。 

 

 続いて、案件番号２番について、現地調査を行った 13 番北見委員から報告をお

願いします。 

 

 案件番号２番について、11月 26日に農業委員、推進委員、事務局で現地確認し

ました。事務局の説明のとおり許可要件を満たしています。ご審議のほどよろしく

お願いします。 

 

続いて、案件番号３番について、現地調査を行った６番細野委員から報告をお願

いします。  

 

 案件番号３番について、５月 27 日、農業委員、推進委員、事務局で現地を確認

しました。事務局の説明のとおり、申請地は許可要件を満たしており、住宅地とし

て利用することは問題ないと思います。転用許可基準を満たしていますので、ご審

議のほどよろしくお願いします。 

 

続いて、案件番号４番について、現地調査を行った 23 番佐々木隆正委員から報

告をお願いします。 
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２３佐々木 隆

正 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

一 同 

 

議 長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

一 同 

 

議 長 

 

案件番号４番について、現地調査は５月 24 日に農業委員、推進委員、事務局で

行いました。申請地の両隣はすでに住宅が建っている場所で転用はやむを得ないと

思います。事務局説明のとおり、転用許可基準を満たしています。ご審議よろしく

お願いします。 

 

 それでは質疑を行います。ご質問、ご意見がある方はお願いいたします。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご質問等がないようですので、採決に入ります。今回は、案件２番から４番が県

農業会議への諮問の必要がない案件で、案件１番が県農業会議への諮問の必要があ

る案件です。 

「議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請」４件の内、案件２番から４

番を許可に、案件１番を許可相当にすることにご異議ございませんか。 

 

異議なし。 

 

「異議なし」の声がありましたので、「議案第４号 農地法第５条の規定による

許可申請」４件の内、案件２番から４番を許可に、案件１番を許可相当にすること

に決定いたします。 

次に、「農用地利用集積計画（貸借）の決定」59件を上程します。事務局から説

明をお願いします。 

 

農用地利用集積計画（貸借）につきまして説明をいたします。議案書は 19 ペー

ジから 54ページで、今月は 59案件ございます。 

案件１番、白瀬地内の田 1筆 1,391㎡につきまして、東京都の方から白瀬の方へ

令和６年 12月 25日から令和 9年 12月 24日まで 3年間更新するものになります。 

借り手、貸し手及び案件２番以降の土地の所在、地目、面積、対価、契約期間等

は、議案書に記載のとおりです。 

以上、利用権設定に関する案件については、農業経営基盤強化促進法の要件を満

たしていると考えます。説明は以上です。 

 

それでは、農用地利用集積計画（貸借）の決定について質疑を行います。ご質問、

ご意見がある方はお願いいたします。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご質問等がないようですので、案件１番から５９番までについて一括して採決を

行います。これらの案件につきまして、原案のとおり決定することに異議ございま

せんか。 

 

異議なし。 

 

「異議なし」の声がありましたので、「議案第５号 農用地利用集積計画（貸借）
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

の決定について」59件を原案のとおり決定することといたします。 

次に、「農用地利用集積等促進計画案に関する意見の提出について」３件を上程

します。事務局から説明をお願いします。 

 

農用地利用集積等促進計画案に関する意見の提出について説明いたします。議案

書は、55ページから 57ページまでで、３件ございます。55ページに意見の照会文

書、56 ページに意見書のひな型、57 ページに計画案となります。今月は３件とも

耕作者を変更する利用権移転です。 

案件番号１番、佐和田地区真光寺の耕作者が、真光寺地内の田１筆 2,131平米を

中間管理機構から令和 10 年まで残りの４年間借り受けるものです。案件番号２番

も同様です。案件番号３番の耕作者、借受地番、対価、期間等については、議案書

に記載のとおりです。 

この農用地利用集積等促進計画は、農地中間管理事業の推進に関する法律第 18

条の規定に基づき農地中間管理機構が定めるものとされており、同法第 19 条第３

項の規定に基づき市町村から依頼があるごとに、農業委員会はこの促進計画案につ

いて市町村に意見を提出することになります。説明は以上です。 

 

それでは、農用地利用集積等促進計画案に関する意見の提出について、質疑を行

います。ご質問、ご意見がある方はお願いいたします。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご質問等がありませんので「議案第６号 農用地利用集積等促進計画案」を承認

とし、意見書を市長に提出いたします。 

それでは、日程第３「協議・報告事項」に入らせていただきます。（１）農地部

会協議報告事項として、はじめに、「農地転用事実確認願」２件について、事務局

から説明をお願いします。 

 

58ページをご覧ください。転用事実確認願２件です。 

１件目は、申請者は千葉県の方で、土地の表示は八幡の田２筆 594平米です。転

用目的は工場及び駐車場ですでに整備済みです。平成 12年３月 27日付、新潟県佐

農地第 5012 号で農地法第５条の許可を受けたものです。現地地目完了年月日は平

成 12年７月 10日です。 

２件目は、申請者は東京都の方で、土地の表示は羽茂本郷の田１筆 1,531平米で

す。転用目的は公用敷地で工場敷地としてすでに整備済みです。昭和 59年３月 22

日、新潟県農管第 5056 号で農地法第５条の許可を受けたものです。現地地目完了

年月日は昭和 59年９月 30日です。現地は地元委員より確認済みです。確認日及び

確認委員は議案書記載のとおりです。以上、許可目的どおり転用されていたので証

明書を発行させていただきます。 

 

ただ今の事務局の説明に対して、ご質問、ご意見がある方はお願いいたします。 

 

（意見、質問なし） 

 

次に、「農地法第１８条の規定による通知について」事務局から説明をお願いし
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事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

ＪＡ推進委員 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

議 長 

 

 

局 長 

 

 

佐々木隆正会長

職務代理者 

 

ます。 

 

農地法第 18 条の規定による通知、いわゆる合意解約について説明いたします。

議案書は 59ページから 81ページで 38件ございます。 

今月は、受け手が不在となる利用調整案件が 14 件ありますが、所有者より依頼

を受け、資料のできたものから順に皆様に依頼しますので、受け手探しにご協力を

お願いいたします。説明は以上です。 

 

ただ今の事務局の説明に対して、ご質問、ご意見がある方はお願いいたします。 

 

（意見、質問なし） 

 

次に、（２）「ＪＡ推薦委員からの連絡事項」に入らせていただきます。ＪＡ推進

委員からお願いします。 

 

（ＪＡ推進委員説明） 

 

ありがとうございました。連絡事項について、ご質問、ご意見がある方はお願い

します。 

 

（意見、質問なし） 

 

以上で、ＪＡ推薦委員からの連絡事項は終わりました。次に、（３）「会務報告・

会務予定」について、事務局から報告をお願いします。 

 

（事務局説明） 

 

以上で、会務報告・会務予定についての報告が終わりました。ただ今の会務報告・

会務予定につきまして、ご質問、ご意見のある方はお願いします。 

 

（意見、質問なし） 

 

次に、「その他」に入ります。事務局お願いします。 

 

（事務局説明） 

 

以上で、協議・報告事項を終了します。これをもちまして、本日の議案審議はす

べて終了しました。ありがとうございました。 

 

大変ありがとうございました。それでは閉会にあたりまして、佐々木隆正会長職

務代理者より、閉会のご挨拶をお願いします。 

 

（閉会挨拶） 
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以上、書記により記載したものであるが、内容を証するため署名する。 

 

 

議  長   ２４番  金田 勝廣       

 
 

署名委員     １１番  中川 義弘       

 

 

                         署名委員     １２番  古屋野 勝       


